
特集Ⅱ　
◆
特
集
に
あ
た
っ
て

　

二
〇
二
三
年
九
月
二
七
日
、
大
阪
地
裁
は
「
ノ
ー
モ
ア
・
ミ
ナ
マ
タ
第
二
次
近

畿
訴
訟
」
に
お
い
て
、
原
告
全
員
を
水
俣
病
と
認
め
、
チ
ッ
ソ
お
よ
び
国
と
熊
本

県
に
賠
償
を
命
ず
る
画
期
的
な
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
水
俣
病
に
関
し
て
は
、

二
〇
〇
九
年
九
月
「
水
俣
病
被
害
者
の
救
済
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
関
す
る

特
別
措
置
法
」（
特
措
法
）が
成
立
し
、
対
象
者
に
一
定
の
補
償
を
行
う
こ
と
と
な
っ

た
が
、
救
済
対
象
の
地
域
は
限
定
さ
れ（
特
措
法
の
対
象
地
域
に
つ
い
て
は
三
三
頁

地
図
参
照
）、
チ
ッ
ソ
が
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
生
産
を
打
ち
切
っ
た
一
九
六
九（
昭

和
四
四
）年
以
後
に
生
ま
れ
た
患
者
は
救
済
さ
れ
な
い
。
ま
た
、こ
の
申
請
は
二
〇

一
二
年
七
月
末
で
打
ち
切
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
救
済
を
受
け
ら
れ
な
い
被
害
者

ら
が
多
く
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
特
措
法
に
よ
る
救
済
を
受
け
て
い
な
い
被
害
者
ら
が
、
熊
本
、
大
阪
、

東
京
、
新
潟
各
地
裁
に
提
訴
し
た
の
が
、「
ノ
ー
モ
ア
・
ミ
ナ
マ
タ
第
二
次
訴
訟
」
で

あ
り（
熊
本
で
の
最
初
の
提
訴
は
二
〇
一
三
年
六
月
）、
近
畿
訴
訟
は
、
こ
の
う
ち
、
不

知
火
海
沿
岸
で
生
活
歴
が
あ
り
、
後
に
近
畿
圏
に
移
住
し
た
患
者
ら
が
原
告
と

な
っ
た
も
の
で
あ
る（
提
訴
は
二
〇
一
四
年
九
月
）。

　

訴
訟
で
の
最
大
の
争
点
は
、
特
措
法
で
救
済
を
受
け
て
い
な
い
原
告
ら
を
ど

の
よ
う
な
方
法
や
判
断
基
準
で
水
俣
病
と
認
定
す
べ
き
か
で
あ
っ
た
が
、
判
決
は
、

「
疫
学
的
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
法
的
因
果
関
係
を
判
断
す
る
上
で

重
要
な
基
礎
資
料
と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
た
上
で
、
各
種
調
査
と

そ
れ
を
分
析
し
た
津
田
敏
秀
教
授
の
疫
学
研
究
を
参
照
し
、
そ
こ
で
は
高
い
「
寄

与
危
険
度
割
合
」
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
重
要
な
基
礎
資
料
」
と
し
、一
〇
〇

〇
頁
近
い
判
決
別
紙
に
お
い
て
、
各
原
告
の
生
活
歴
、
曝
露（
魚
介
類
の
入
手
経
路

及
び
摂
食
習
慣
）、
症
候
等
を
子
細
に
検
討
し
、
一
二
八
名
の
原
告
全
員
を
「
水
俣

病
」
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　

本
特
集
は
、
こ
の
画
期
的
な
判
決
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
紹
介（
井
奥
論
文
）

す
る
と
と
も
に
、
判
決
が
疫
学
の
知
見
を
重
視
し
た
こ
と
の
意
味
を
、
従
前
の
水

俣
病
訴
訟
お
よ
び
他
の
公
害
・
薬
害
訴
訟
等
に
お
け
る
議
論
と
の
比
較
に
お
い
て

明
ら
か
に
し（
渡
邉
論
文
）、
さ
ら
に
、
近
畿
訴
訟
お
よ
び
熊
本
訴
訟
の
弁
護
団
メ

ン
バ
ー
と
三
人
の
環
境
法
研
究
者
に
よ
る
座
談
会
に
お
い
て
、
右
記
の
、
疫
学
知

見
を
活
用
し
た
水
俣
病
判
断
基
準
・
方
法
の
持
つ
意
義
を
確
認
し
、
さ
ら
に
、
水

俣
病
の
病
像
・
病
態
論
、
国
や
県
の
責
任（
判
決
が
旧
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
国
や

県
の
責
任
を
否
定
し
た
こ
と
の
問
題
性
）等
、
そ
の
他
の
争
点
を
含
め
た
本
判
決
の

検
討
を
行
い
、
そ
の
意
義
と
今
後
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
判
決
後
、
二
〇
二
四
年
三
月
に
は
熊
本
地
裁
、
四
月
に
は
新
潟
地
裁
で
の
判

決
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
東
京
で
の
訴
訟
も
続
い
て
い
る
。
ま
た
、
本
判
決
が
特

措
法
の
地
域
的
時
間
的
限
界
を
打
ち
破
っ
た
こ
と
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
、
水
俣
病

患
者
の
救
済
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
議
論
に
あ

た
っ
て
、
本
判
決
の
意
義
が
正
確
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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